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大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の 

状況の常時監視に関する事務の処理基準について   

 

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法律第８７

号）の施行（平成１２年４月１日）により、機関委任事務は廃止され、都道府県及び市町

村の事務は自治事務又は法定受託事務に区分された。このうち法定受託事務については、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第１項及び第３項の規定により、

都道府県又は市町村が処理するに当たりよるべき基準（以下「処理基準」という。）を国

が定めることができるとされている。 

 大気汚染防止法（昭和４５年法律第１８号。以下「法」という。）に規定する地方公共

団体が処理すべき事務のうち、法定受託事務である常時監視に関する事務（法第２２条）

については、別紙のとおり処理基準が定められたので通知する。 

 当該事務を行うに当たっては、別紙記載事項を遵守し、従来同様円滑かつ適切な実施に

万全を期されるようお願いする。
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（別紙） 

大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理

基準 

（平成２２年３月３１日最終改正） 
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Ⅰ 大気汚染状況の常時監視の目的 

都道府県等において継続的に大気汚染に係る測定を実施することにより、地域におけ

る大気汚染状況、発生源の状況及び高濃度地域の把握、汚染防止対策の効果の把握等を

行うとともに、全国的な汚染動向、汚染に係る経年変化等を把握し、もって国民の健康

の保護及び生活環境の保全のための大気汚染防止対策の基礎資料とすることを目的とす

る。 

 

Ⅱ 窒素酸化物、浮遊粒子状物質等に係る常時監視 

 

１．測定対象 

主として、窒素酸化物、粒子状物質その他の大気汚染防止法に基づく規制がなされて

いる物質に関して大気汚染状況を把握するため、環境基準が設定されている以下に掲げ

る物質について測定を実施する。 

二酸化硫黄 

一酸化炭素 

浮遊粒子状物質 

光化学オキシダント 

二酸化窒素 

また、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについての大気汚染状況を適切に評価

するため、その生成の原因となる非メタン炭化水素についても測定を実施する。 

ただし、これらの物質の一部のみを測定項目として選定する測定局にあっては、当該

測定局周辺における発生源からの排出の状況、各物質の環境濃度の状況その他の当該測

定局及び当該地域に係る実状を踏まえ、各物質の測定の必要性及び優先度合いを十分考

慮し、測定項目を選定するものとする。 

さらに、上記に掲げる物質についての大気汚染状況を適切に評価するため、一酸化窒

素並びに風向及び風速等の気象要素についても測定を実施するよう努めるものとする。 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

上記１．の測定対象に係る大気汚染状況を常時監視するための測定設備が設置されて

いる施設を測定局という。都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における測定

項目ごとの望ましい測定局数の水準を決定するものとする。望ましい測定局数の水準は、

以下のアに規定する全国的視点から必要な測定局数に、以下のイに規定する地域的視点

から必要な測定局数を加えて算定する。 

 

注）望ましい測定局数の水準は、大気汚染による人の健康の保護及び生活環境の保全
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の見地から定めるものであることから、車道局など、人が通常生活していない地域

又は場所に配置され、環境基準の達成状況の判断に使用されない測定局の数は含ま

ないものとする。また、地域全体の大気汚染状況を把握するための数を示すもので

あることから、以下のような特殊な目的を有する測定局の数も含まないものとする。 

・特定発生源による突発的かつ高濃度の汚染の把握 

 

ア 全国的視点から必要な測定局数の算定 

① 人口及び可住地面積による算定 

大気汚染物質に係る環境基準又は指針値等（以下「環境基準等」という。）は、

人の健康の保護の見地から設定されたものである。したがって、大気汚染物質の人

への曝露の指標となる以下の人口基準及び可住地面積（総面積から林野面積及び湖

沼面積を差し引いたもの。）基準で算定された都道府県ごとの測定局数のうち、数

の少ない方を都道府県ごとの基本的な測定局数とする。 

(a) 人口 75,000 人当たり１つの測定局を設置する。 

(b) 可住地面積 25 km2当たり１つの測定局を設置する。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地域

に細分化した上で、その地域区分ごとに測定局数の調整を行うこともできることと

する。 

② 環境濃度レベルに対応した測定局数の調整 

都道府県の測定局のうち、過去３年程度の間において、測定項目ごとに環境基準

等の評価指標で最高値を示した測定局の当該最高値を以下のように区分し、「高」

に該当する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数を、「中」に該当

する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね 1/2 の数を、

「低」に該当する測定局を有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね 1/3

の数を測定項目ごとの測定局数とする。 

「高」：環境基準等を未達成又は達成しているが、基準値の７割を超える。 

「中」：環境基準等を達成しているが、基準値の３割を超え、かつ、７割以下。 

「低」：環境基準等を達成し、かつ、基準値の３割以下。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地域

に細分化した上で、その地域区分ごとに上記の環境濃度レベルに対応した測定局数

の調整を行うこともできることとする。 

注）調整の結果により、測定局の移設、統廃合又は廃止を行う場合は、測定デー

タの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的な測定等に留意することと

する。 

③ 測定項目の特性に対応した測定局数の調整 

(a) 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び二酸化窒素 
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①及び②で算定された数を測定局数とする。 

ただし、自動車 NOx･PM 法により定めた対策地域を含む都道府県にあっては、

浮遊粒子状物質及び二酸化窒素は、①及び②で算定された数の概ね 4/3 の数を測

定局数とする。 

また、光化学オキシダントの注意報が発令されていない都道府県にあっては、

光化学オキシダントは、①及び②で算定された数の概ね 2/3 の数を測定局数とす

る。 

(b) 一酸化炭素 

移動発生源による汚染が中心であることから、①及び②で算定された数の概ね

1/2 の数を測定局数とする。 

(c) 非メタン炭化水素 

間接的な汚染物質であることから、①及び②で算定された数の概ね 1/2 の数を

測定局数とする。 

 

イ 地域的視点から必要な測定局数の算定 

① 自然的状況の勘案 

以下のような地形的な状況や気象的な状況等の地域固有の自然的状況を勘案し、

これに対応するために必要となる測定局数を定める。 

(a) 地形的な状況 

山地等により他の地域と分断されている地域、谷筋又は河川・湖沼等の近傍で

気流が複雑な地域、海岸部で風速が大きい地域等にあっては、他の地域の大気環

境と一体性がなく、一方の都市での測定結果で他方の都市の大気の状況を代表さ

せるのは適当ではない。 

(b) 気象的な状況 

気温、風向、風速、日射量、季節変化等により大気環境に影響を与える。 

② 社会的状況の勘案 

以下のような大気汚染発生源への対応、住民のニーズへの対応、規制や計画の履

行状況の確認、今後の開発の予定、各種調査研究への活用等の常時監視の社会的有

用性を勘案し、これに対応するために必要となる測定局数を定める。 

(a) 大気汚染発生源への対応 

固定発生源に関しては、工場等の分布、規模及び排出口の高さ等の状況並びに

近傍の風向が大気環境に影響を与える。特に、工場が密集している地域等におい

ては、事故等の異常発生時に迅速に対処する必要があることに留意する。また、

常時監視の対象物質の測定値から、当該対象物質以外の大気汚染物質の排出動向

についても推測ができ、大気汚染物質全般の監視の役割をも果たしている場合が

ある。 
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移動発生源に関しては、道路の配置又は変更予定とともに、道路の構造、車種

別交通量、走向速度、沿道状況等が大気環境に影響を与える。 

また、中・高層ビルの密集している都市部においては、気流やビルの排熱等が

大気環境に影響を与える。 

(b) 当該都道府県以外からの越境汚染による影響への対応 

当該都道府県以外からの越境汚染等が季節や気象条件により当該都道府県又は

地域に与える影響を考慮して、測定局を配置する。 

(c) 住民のニーズへの対応 

測定局の配置について、地域住民との約束や要望等の社会的要請が存在する場

合は、十分な合意を得る必要がある。 

(d) 規制や計画の履行状況の確認 

常時監視は、工場等が自ら行う環境監視体制を補完し、行政が規制の遵守状況

を最終的に確認する手段としての役割をも担っている。また、公害防止計画、港

湾計画等各種計画において、当該計画の進捗状況を確認する手段として常時監視

が積極的に位置づけられている場合がある。 

(e) 今後の開発の予定 

大規模な開発が予定される場合、事前に大気環境の測定を行う必要がある。 

(f) 各種調査研究への活用 

これまで蓄積してきた測定局のデータは、測定局周辺の健康影響調査における

平均曝露量等、研究や科学的データの基礎資料としても活用され、重要な役割を

担っている。特に、環境影響評価調査において、測定局のデータが活用できる場

合、過去からの傾向が明らかなことから、予測評価の精度向上が図られる等、調

査の効率化や質的向上に貢献している。 

③ これまでの経緯の勘案 

設置されてから相当の期間を経過し、継続して測定をしてきた測定局については、

大気環境の経年変化を知る上で重要な意義を有している。また、測定局の有用性に

ついて地域住民から高い評価を得ており、測定局が地域では所与のものとして受け

止められている場合も多い。このように、既存の測定局については、これまでの経

緯を十分に勘案し、必要に応じて、望ましい測定局数の水準に加算することにより、

存続を図ることとする。 

 

（２）測定局の配置 

（１）の規定により算定された測定局数は、都道府県ごとの望ましい測定局の総数を

示したものであり、具体的に測定局をどの地点に配置するかについては、測定局数を算

定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、各都道府県及び政令市において適切に決定

する。測定局は以下の２つの種類に区分されるが、それぞれの配置についても、以下に
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記載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することとする。 

① 一般環境大気測定局 

大気汚染状況を常時監視するための測定局であって、以下②による自動車排出ガ

ス測定局以外のものを一般環境大気測定局という。一般大気環境測定局は、一定地

域における大気汚染状況の継続的把握、発生源からの排出による汚染への寄与及び

高濃度地域の特定、汚染防止対策の効果の把握といった、常時監視の目的が効率的

に達せられるよう配置する。 

② 自動車排出ガス測定局 

自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道

路端付近において大気汚染状況を常時監視するための測定局を自動車排出ガス測定

局という。自動車排出ガス測定局は、自動車排出ガスによる大気汚染状況が効率的

に監視できるよう、道路、交通量等の状況を勘案して配置する。 

配置が決定された測定局については、経年変化が把握できるよう、原則として同一地

点で継続して監視を実施するものとする。 

 

（３）測定局の見直し 

人口、環境濃度レベルの変化等により（１）アに規定する全国的視点から必要な測定

局数の算定基礎データが変化した場合又は発生源、道路、交通量の状況等の社会的状況

の変化により（１）イに規定する地域的視点から必要な測定局数の算定基礎データが変

化した場合には、適宜、測定局の数及び配置について再検討を行い、必要に応じて見直

しを行うこととする。 

 

３．測定頻度 

原則として、年間を通じて連続的に測定を行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

（１）基本的考え方 

試料空気の採取は、人が通常生活し、呼吸する面の高さで行うこととする。 

 

（２）基本的考え方を踏まえ、その具体的な高さは、二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オ

キシダント及び一酸化炭素については、地上１．５ｍ以上１０ｍ以下、浮遊粒子状物

質については地上からの土砂の巻き上げ等による影響を排除するため、地上３ｍ以上

１０ｍ以下とする。 

 

（３）高層集合住宅等地上１０ｍ以上の高さにおいて人が多数生活している実態がある場

合であって、基本的考え方を踏まえて当該実態について十分検討した結果、（２）に
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よることが適当ではないと考えられるときは、適宜その実態に応じ適切な高さを設定

する。 

 

（４）用地の確保が困難な場合等やむを得ない事由により（２）及び（３）のいずれにも

よることができない場合又はそれによることが適当ではないと考えられる場合は、次

の要件を満たす採取口を設定するよう努めるものとする。 

ア 採取口の高さが３０ｍを超えていないこと。かつ、 

イ 近隣の地点において（２）における採取口高さにより、連続して１月間以上並行

して測定を行った場合の測定結果と比較して、１時間値の日平均値の平均の差が大

気環境基準の下限値の 1/10 を超えていないこと。なお、四季の変化による影響を

把握するため、この並行して行う測定は四季に併せて１年に４回以上行うこと。 

 

５．測定方法 

測定方法、測定機器の仕様及び構成については、「環境大気常時監視マニュアル」（平

成２２年３月３１日環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）によるこ

ととする。 

 

６．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

ア 測定局が、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の規定による工業専用地域

（旧都市計画法（大正８年法律第３６号）による工業専用地域を含む。）、港湾法

（昭和２５年法律第２１８号）の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立

地、原野、火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置

されている場合の当該測定局における測定値 

イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反

映していないと認められる場合における当該測定値 

ウ １日平均値に係る１時間値の欠測が１日（２４時間）のうち４時間を超える場合

における当該１日平均値 

 

（２）常時監視結果の評価 

常時監視の結果は、環境基準により測定局ごとに短期的評価・長期的評価を行うこと

とし、以下による。 

ア 短期的評価 

大気汚染の状態を環境基準に照らして短期的に評価する場合は、環境基準が１時

間値又は１時間値の１日平均値についての条件として定められているので、定めら

れた方法により連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時
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間についてその評価を行う。 

イ 長期的評価 

大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するなど、年間にわたる測定結果を

長期的に観察したうえで評価を行う場合は、測定時間、日における特殊事情が直接

反映されること等から、次の方法により長期的評価を行う。 

① 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、高い方から２％の範囲にあるもの

（３６５日分の測定値がある場合は７日分の測定値）を除外して評価を行う。た

だし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、１日平均値につき環境基準を超える

日が２日以上連続した場合は、このような取扱いは行わない。 

② 二酸化窒素 

年間にわたる１時間値の１日平均値のうち、低い方から９８％に相当するもの

（１日平均値の年間９８％値）で評価を行う。 

 

７．精度管理及び保守管理 

精度の高い測定を行うため、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日

環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）に基づき、維持管理体制を整

備し、測定機器に応じた日常点検、定期点検等の保守点検を適切に行い、その内容を記

録するものとする。 

 

８．結果の報告 

法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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Ⅲ 微小粒子状物質に係る常時監視 

 

１．測定対象 

   平成 21 年９月に環境基準が設定された微小粒子状物質、いわゆる PM2.5 について測定

を実施する。 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

  Ⅱの２．（１）の例による。 

 

（２）測定局の配置 

    Ⅱの２．（２）の例による。また、測定機の設置場所については、窒素酸化物、浮遊

粒子状物質等の他の項目との比較が必要になることから、原則として、既存の測定局に

設置することとするが、５．の試料採取口の設置条件を勘案し、設置場所を検討するも

のとする。 

 

（３）段階的整備 

（１）の規定により算定された測定局については、平成 22 年度から３年を目途に整備

を図るものとする。 

 

３．測定頻度 

   原則として、年間を通じて連続的に測定を行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

（１）基本的考え方 

   試料空気の採取は、人が通常生活し、呼吸する面の高さで行うこととする。 

 

（２）基本的考え方を踏まえ、微小粒子状物質におけるその具体的な高さは、Ⅱの４．

（２）～（４）の浮遊粒子状物質の例による。  

 

５．試料採取口の設置条件 

吸着等による微小粒子状物質の損失を防ぐため、試料大気導入口と粒子捕集部は鉛直

管で連結させ、試料大気導入口から粒子捕集部までの長さは５ｍ以下、分粒装置出口か

ら粒子捕集部までの長さは 1.5ｍ以下とする。測定局舎屋内にサンプラを設置する場合

には、試料導入管は局舎の天井を貫通させて取り付けることとする。 

 また、試料採取口の周囲は十分に開けている必要があり、周辺に他の試料採取口や採



 

 342

取装置その他設置物等がある場合は、それらの影響を避けるために、それら設置物等よ

り１ｍ以上離すことが望ましい。 

 

６．測定方法 

   標準測定法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認めら

れる自動測定機を用いることとする。その他、測定方法、測定機器の仕様及び構成につ

いては、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日環水大大発第

100331002 号、環水大自発第 100331003 号）によることとする。 

 

７．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

   ア 測定局が、都市計画法の規定による工業専用地域（旧都市計画法による工業専用

地域を含む。）、港湾法の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立地、原野、

火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置されている

場合の当該測定局における測定値 

   イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反

映していないと認められる場合における当該測定値 

   ウ １日平均値に係る欠測が１日（24 時間）のうち４時間を超える場合における当該

１日平均値。また、１年平均値の計算においては、有効測定日が 250 日に満たない

もの 

 

（２）常時監視結果の評価 

   微小粒子状物質の曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露濃

度分布のうち高濃度の出現を減少させる意味での短期基準の両者について、長期的評価

を行うものとする。 

長期基準に関する評価は、測定結果の１年平均値を長期基準（１年平均値）と比較す

る。 

短期基準に関する評価は、測定結果の１日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値を

代表値として選択して、これを短期基準（１日平均値）と比較する。 

なお、評価は測定局ごとに行うこととし、環境基準達成・非達成の評価については、

長期基準に関する評価と短期基準に関する評価を各々行った上で、両方を満足した局に

ついて、環境基準が達成されたと判断する。 

 

８．成分分析 

（１）目的 

   微小粒子状物質の健康影響調査に資する知見の充実を図るとともに、その原因物質の
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排出状況の把握及び排出インベントリの作成、大気中の挙動や二次生成機構の解明等、

科学的知見の集積を踏まえたより効果的な対策の検討を行うため、質量濃度の測定に加

え、成分分析を行う。 

 

（２）実施体制 

   成分分析については、全国で体系的に進める必要があることから、別途定める国と都

道府県等との役割分担、分析地点（数）の選定方法、調査時期及び調査方法等を明確化

するためのガイドラインに基づき、順次、実施していくものとする。 

 

９．精度管理及び保守管理 

   精度の高い測定を行うため、「環境大気常時監視マニュアル」（平成２２年３月３１日

環水大大発第 100331002 号、環水大自発第 100331003 号）に基づき、維持管理体制を整

備し、測定機器に応じた日常点検、定期点検等の保守点検を適切に行い、その内容を記

録するものとする。 

 

10．結果の報告 

   法第 22 条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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Ⅳ 有害大気汚染物質に係る常時監視 

 

１．測定対象 

有害大気汚染物質のなかの優先取組物質（当該物質の有害性の程度や我が国の大気環

境の状況等にかんがみ健康リスクがある程度高いと考えられる物質で、別添に掲げるも

のをいう。）のうち、既に測定方法の確立している物質（ダイオキシン類を除く。）で、

以下に掲げるものについて、測定を実施する。 

 

アクリロニトリル 

アセトアルデヒド 

塩化ビニルモノマー 

クロロホルム 

酸化エチレン 

１，２－ジクロロエタン 

ジクロロメタン 

水銀及びその化合物 

テトラクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

ニッケル化合物 

ヒ素及びその化合物 

１，３－ブタジエン 

ベリリウム及びその化合物 

ベンゼン 

ベンゾ［ａ］ピレン 

ホルムアルデヒド 

マンガン及びその化合物 

六価クロム（当面、クロム及びその化合物を測定） 

 

以上に掲げる物質のうち、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びそ

の化合物、マンガン及びその化合物並びに六価クロム（当面、クロム及びその化合物を

測定）については、原則として粒子状の物質に限る。水銀及びその化合物については、

原則としてガス状のものに限る。 

ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びそ

の化合物並びに水銀及びその化合物については、個別の物質によって健康リスクが異な

ると思われるが、現時点では、個別の物質ごとに選択して測定を実施することが困難で

あるため、それぞれの金属及びその化合物ごとに、当該金属化合物の全量又は当該金属
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及びその化合物の全量（金属換算値）を測定するものとする。六価クロムについては、

現時点では測定が困難であるため、当面、クロム及びその化合物の全量（クロム換算

値）を測定するものとする。 

個々の測定地点における測定物質については、当該測定地点周辺における発生源から

の排出の状況、各物質の環境濃度の状況等から、各物質の測定の必要性及び優先度合い

を十分考慮し、測定物質を選定するものとするほか、２．（２）②イ及び③イによる。 

また、風向、風速等の気象要素についても測定を実施するよう努めるものとする。 

 

２．測定地点の数及び選定 

（１）測定地点数 

Ⅱの２．（１）の例による。ただし、同項のア③に規定する測定項目の特性に対応し

た測定地点数の調整については、同項のア①及び②で算定された数の概ね 1/3 の数を測

定地点数とする。これは、有害大気汚染物質は、長期的な曝露が問題であり、環境基準

等が年平均値で設定されているが、年平均値は、日平均値等と比べて、より広範な地域

の環境状況を示すものと考えられるからである。 

 

（２）測定地点の選定 

（１）の規定により算定された測定地点数は、都道府県ごとの望ましい測定地点の総

数を示したものであり、具体的に測定地点をどこに選定するかについては、測定地点数

を算定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、各都道府県及び政令市において適切に

決定する。測定地点は以下の３つの種類に区分されるが、それぞれの配置についても、

以下に記載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することとする。 

① 一般環境 

一般環境における測定地点は、固定発生源又は移動発生源からの有害大気汚染物

質の排出の直接の影響を受けにくいと考えられる地点について、地域における有害

大気汚染物質による大気汚染の状況の継続的把握が効果的になされるよう選定する

ものとする。また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監

視を実施するものとする。 

② 固定発生源周辺 

ア 測定地点の選定 

固定発生源周辺における測定地点については、移動発生源からの有害大気汚染

物質の排出の直接の影響を受けにくいと考えられる地点を選定するよう努めると

ともに、固定発生源における有害大気汚染物質の製造・使用状況、気象条件及び

地理的条件を勘案して、排出が予想される物質の濃度が、固定発生源における他

の地点と比較して相対的に高くなると考えられる地点を優先的に選定するよう努

めるものとする。 
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また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視を実施

するものとする。しかし、それぞれの固定発生源によって、有害大気汚染物質の

製造・使用状況等が異なることが考えられるため、ある地点における測定結果か

ら他の地点における大気汚染の状況を推測することは難しい。このため、より多

くの地点においてきめ細かく有害大気汚染物質の汚染状況を監視する必要性等の

観点から、年度ごとに測定地点を変えて監視を実施することは差し支えない。 

イ 測定項目 

固定発生源周辺においては、地域の固定発生源で製造・使用され、排出される

と考えられる物質について測定を実施するものとする。 

③ 沿道 

ア 測定地点の選定 

沿道における測定地点については、交差点、道路及び道路端付近において、自

動車から排出される有害大気汚染物質による大気汚染状況が効率的に監視できる

よう、固定発生源からの有害大気汚染物質の排出の直接の影響を受けにくいと考

えられる地点において、車種別交通量、走行速度、気象条件及び地理的条件を勘

案し、自動車からの排出が予想される有害大気汚染物質の濃度が、沿道における

他の地点と比較して相対的に高くなると考えられる地点を優先的に選定するよう

努めるものとする。 

また、経年変化が把握できるよう、原則として同一地点で継続して監視を実施

するものとする。 

イ 測定項目 

沿道においては、自動車からの排出が予想されるアセトアルデヒド、１，３－

ブタジエン、ベンゼン、ベンゾ［ａ］ピレン、ホルムアルデヒド等について監視

を実施するものとする。 

 

（３）測定地点の見直し 

人口、環境濃度レベルの変化等によりⅡの２．（１）アに規定する全国的視点から必

要な測定地点数の算定基礎データが変化した場合又は発生源、道路、交通量の状況等の

社会的状況の変化等によりⅡの２．（１）イに規定する地域的視点から必要な測定地点

数の算定基礎データが変化した場合には、適宜、測定地点の数及び配置について再検討

を行い、必要に応じて見直しを行うこととする。 

 

（４）既存の測定局の活用 

これまでに設置された一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局を有害大気汚染

物質の測定地点として活用することは、サンプリングを確実に実行し、また効率的に常

時監視体制を整備する上でも有効である。このため、上記（２）に基づき、選定すべき
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測定地点として適正であるか判断の上、既存の測定局の中から測定地点を選択すること

は差し支えない。 

 

３．測定頻度等 

長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質の常時監視においては、

原則として年平均濃度を求めるものとする。 

有害大気汚染物質の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係しているため、季節

変動、週内変動及び日内変動が認められる。常時監視に当たって、これらの変動が適切

に平均化されるよう、原則として月１回以上の頻度で測定を実施するものとする。その

際、連続２４時間のサンプリングを実施し、日内変動を平均化するものとする。さらに、

サンプリングを実施する曜日が偏らないようにし、週内変動を平均化することが望まし

い。 

サンプリング方法及び対象物質によっては、連続２４時間のサンプリングによると破

過する場合があるが、この場合はサンプリングを数回に分けて連続して行うものとする。 

 

４．試料採取口の高さ 

サンプリングにおける試料採取口の地上高さは、粒子状でない物質については、原則

として、通常人が生活しうる高さである地上１．５ｍから１０ｍにおいて行うものとす

る。粒子状の物質については、地上からの土砂の巻上げ等による影響を排除するため、

原則として、地上３ｍから１０ｍの高さにおいて行うものとする。なお、高層集合住宅

等地上１０ｍ以上の高さにおいて人が多数生活している実態がある地域においては、そ

の実態を勘案し、試料採取口の高さを適切に設定するものとする。 

 

５．測定方法 

測定方法については、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（平成９年２月１２日

環大規第２７号、平成２１年８月１０日最終改正）によるものとする。 

 

６．測定値の取扱い及び評価 

（１）評価の対象としない測定値等 

Ⅱの６．（１）ア及びイの例による。 

 

（２）年平均値の算出 

測定結果を評価する際には、地点ごとに、測定値を算術平均して求めた年平均値を用

いるものとし、環境基準値が設定されている物質については基準値との比較によってそ

の評価を行うものとする。測定値が検出下限値未満のときは、検出下限値の 1/2 として

年平均値の算出に用いるものとする。十分な測定頻度で測定を実施できなかった場合又
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は欠測が多く測定値の得られた季節が偏っている場合等は、結果の評価に際し留意する

必要がある。 

 

（３）異常値の取扱い 

これまでの測定結果等から判断して、極端に高い若しくは低いと考えられる測定値が

得られた場合又は前回の測定値と比較して極端に測定値が変動している場合には、その

測定値は異常値である可能性がある。このときは、サンプリング、試料の輸送、前処理、

機器分析という一連の作業に問題がないかを確認し、問題がない場合には、サンプリン

グ時の周囲の状況に通常考えにくい事象等がなかったかを確認するものとする。以上の

情報を総合的に勘案して、異常値と考えられる場合には、測定値は欠測とするものとす

る。 

なお、異常値の可能性がある測定値が得られた場合には、可能な限り速やかに再測定

を行うことが望ましい。 

 

７．精度管理及び保守管理 

有害大気汚染物質の測定は、サンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析といった

バッチ処理によって行われることが通常であり、有効な測定を行うため、それぞれの作

業及び機器の管理等を適切に実施するものとする。また、作業に係る情報等を記録し、

測定が終了した後に精度管理が十分にされているかを記録によって確認できるようにす

るものとする。 

 

８．結果の報告 

法第２２条第２項の規定に基づく常時監視の結果の報告については、別途環境省が指

定する方法により指定する期日までに行うものとする。 
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別添 優先取組物質 

 

１．アクリロニトリル 

２．アセトアルデヒド 

３．塩化ビニルモノマー 

４．クロロホルム 

５．クロロメチルメチルエーテル 

６．酸化エチレン 

７．１，２－ジクロロエタン 

８．ジクロロメタン 

９．水銀及びその化合物 

10．タルク（アスベスト様繊維を含むもの） 

11．ダイオキシン類 

12．テトラクロロエチレン 

13．トリクロロエチレン 

14．ニッケル化合物 

15．ヒ素及びその化合物 

16．１，３－ブタジエン 

17．ベリリウム及びその化合物 

18．ベンゼン 

19．ベンゾ［ａ］ピレン 

20．ホルムアルデヒド 

21．マンガン及びその化合物 

22．六価クロム化合物 
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附則（平成１７年６月２９日） 

「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の

処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本

通知により改める。 

 

附則（平成１９年３月２９日） 

平成１７年６月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染

の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７

７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（平成２２年３月３１日） 

１．平成１９年３月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚

染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第

１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

２．Ⅲの２．（１）の算定方法については、蓄積された観測値により把握される濃度の地

域分布や経年変化等についての検討を行い、この通知の施行後３年を目途に見直しを行

うこととする。 
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〔資料２〕 

 

 

 

 

環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について 

 
 

 
昭和52年３月29日環大企第61号 

都道府県知事・政令市長あて 
環境庁大気保全局長通知 

 

 環境大気中の鉛及び炭化水素については，中央

公害対策審議会の答申をもとに，先に昭和51年８

月17日付環大企第220号をもって本職より通知し

たところであるが，このたび，下記のとおり鉛及

び炭化水素の測定方法について定めたので通知す

る。 

 環境大気中の鉛濃度は，都市地域においても，

ガソリン無鉛化対策等の推進に伴い，近年低下し

てきており，現状の大気汚染状況においては，人

の健康に好ましくない影響を及ぼすとは考えられ

ないが，今後の測定に当っては，下記の測定方法

に従い，鉛発生源施設や交通頻繁な交差点周辺に

重点を置くとともに，従来より測定を行っている

地点においては，今後とも継続して測定されたい。 

 一方，環境大気中の炭化水素の測定は，光化学

大気汚染対策を推進するうえで重要なものである

ので，今後の測定体制の整備に当っては，地形条

件，気象条件，発生源条件，オキシダント注意報

発令区域等の要素を考慮し，光化学オキシダント

の発生を的確に把握できる地点に測定局を配置す

るものとし，下記の測定法に従い信頼度の高い測

定の実施に努められたい。 

記 

第１ 環境大気中鉛の測定法について（略） 

第２ 環境大気中炭化水素の測定法について 

 環境大気中の炭化水素濃度を的確に把握するこ

とは，光化学大気汚染における炭化水素の関与の

あり方を明らかにするばかりでなく，今後の光化

学大気汚染の傾向の把握，発生源対策及びその効

果の判定にも不可欠である。大気中炭化水素の測 

 

定は，メタンと非メタン炭化水素を分離した上，

各々を水素イオン化検出器を用いて，測定するい

わゆる「直接法測定方式」によることを原則とす

る。 

1．測定場所 

 環境大気中の炭化水素の測定場所は，地域全

体の光化学オキシダント生成に及ぼす炭化水素

の関与の大きさを把握するために，炭化水素の

発生源からの直接影響を避けるとともに，地域

の気象条件，地形条件等を勘案し，適切な場所

を選定するものとする。 

 なお，自動車排出ガスによる直接的影響を避

けるため，主要道路，交差点付近から100ｍ程度

の距離を離して測定場所を選定することが望ま

しい。 

2．測定頻度と同時測定項目 

 環境大気中炭化水素の測定は，自動計測器に

より，非メタン炭化水素及びメタン常時測定を

行うものとする。また，光化学大気汚染発生の

他の原因物質である窒素酸化物についても併せ

て測定しておくものとする。 

3．標準測定法 

 標準測定法として，大気中炭化水素を，ガス

クロマトグラフにより分離し，非メタン炭化水

素及びメタンの各々を水素炎イオン化検出器

(以下｢ＦＩＤ｣という。)で検出する直接法測定

方式を採用する。 

 なお，測定の全般については，日本工業規格

(JIS)Ｂ7956「大気中炭化水素自動計測器」を参

照されたい。 
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（1）直接法測定方式の概要 

 直接法測定方式は，試料大気をガスクロマ

トグラフ分離管に導入し，最初に溶出するメ

タンはそのままＦＩＤに導入し，非メタン炭

化水素は，分離管をバックフラッシュ(逆洗)

し，ＦＩＤに導入し，それぞれの濃度を測定

する。 

 本測定方式の特徴は，ＦＩＤにおける酸素

干渉が少なく，また，大気中に存在する種々

の炭化水素に対する炭素原子濃度当たりの

応答がほぼ均一であることである。 

（2）校正方法 

 直接法測定方式計測器の校正には，校正用

メタン標準ガスを用いて，暖機終了後次の要

領で行うものとする。 

① スパンガスを設定流量又は圧力で導入

し，指示安定後スパン調製を行う。 

② 校正の頻度は午前６時から９時までの

非メタン炭化水素濃度評価時間を避け，原

則として１日１回とする。 

  なお，１日１回できない場合には，計測

器の精度を十分維持出来る回数とし，少な

くとも，１週間に１回以上は必要である。 

（3）計測器の保守管理 

 自動測定器の一般的保守管理の実施頻度等

は，表に示すとおりである。これに従い計測

器の適正な維持管理に十分努められたい。 

（4）高圧ガス管理取り扱い 

 大気中炭化水素の測定に当たって使用する

高圧ガスとして，ＦＩＤの燃料ガスとして使

用する高純度の水素ガスやスパンガスとして

使用するメタン標準ガス等であるが，この内，

水素ガスについては，可燃性であり，使用量

も大きいことから，特に安全面の配慮が必要

である。この水素ガスボンベの取り扱いにつ

いては，関連法規及び昭和48年12月８日付環

大規第221号の通知に従い，安全対策に十分注

意を払われたい。なお，水素ガスボンベによ

らず，水素発生器を利用する場合においても，

水素ガスが可燃性であることに留意して，日

常の管理に十分配慮されたい。 

4．等価の測定法 

 環境大気中の炭化水素の標準測定法として，直

接法測定方式を採用するが，これと同等の結果が

得られることを示し得る他の方法を用いてもよい。

現時点では，試料大気中の全炭化水素濃度を測定

し，次いで，ガスクロマトグラフ分離により，メ

タン濃度を測定した上，非メタン炭化水素濃度を

算出する方法(以下｢差量法測定方式｣という。)を

以下の要領により使用する場合，等価の測定方式

と認められる。 

（1）差量法測定方法の概要 

 差量法測定方式は，試料大気をそのままＦ

ＩＤに導入して全炭化水素を測定し，更に，

試料大気中のメタンをガスクロマトグラフで

分離し，ＦＩＤによってメタンを測定した上，

両者の差として非メタン炭化水素濃度を求め

る方法である。この測定方式は，直接法測定

方式に比し検出部の酸素干渉に起因する応答

特性に問題があり，また，種々の炭化水素に

応じた炭素原子濃度あたりの応答が均一でな

いので，以下に記す校正方法を採用すること

が必要である。 

（2）差量測定方式を利用する場合の校正方法 

① 使 用 ガ ス 

差量法計測器に使用するゼロガス，スパンガ

ス及びキャリアーガスについては，特に酸素

濃度の変動に十分留意する必要がある。JISＢ

7956には，これ等のガスの酸素濃度を20.5％

～20.9％と規定しており，この場合，酸素濃

度による誤差は，計測器全目盛の±１％以内

になると考えられる。 

② 校 正 方 法 

 差量法計測器の応答特性の差の補正につい

ては，非メタン炭化水素濃度について，次の

ように行うものとする。 

 メタン標準ガスによって校正した計測器に

プロパン標準ガスを導入し，プロパン応答比

を次式によって算出し，差量法計器の指示値

をこの応答比で除して，非メタン炭化水素濃

度を算出する。 

 プロパン応答比 

  (プロパン標準ガスを導入した場合の指示値ppmC) 
＝ ――――――――――――――――――――― 

(プロパン標準ガス濃度 ppm)×３ 

応答比は，計測器の校正と同時に求めるもの

とし，校正時の翌日よりの測定値をその応答

比で補正するのもとする。 

 なお，校正の頻度は直接法測定方式と同様 
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大気中炭化水素自動計測器の保守管理の種類と内容 

   管理区分 

項目 
通常点検 

初期点検 

(受け入れ時の点検) 
定期点検 緊急点検 

目    的 自動計測器を正常

に連続運転する。 

保守又はデータ評

価上の継続性を保

つと共に，初期トラ

ブルの未然防止を

図る。 

機器性能(精度)の

維持と故障の予防

保全を図る。 

異常あるいは故障

発生時の迅速かつ

応急的な点検をす

る。 

実 施 頻 度 

（時  期） 

１回/週以上 機器購入(オーバー

ホール，改善更新，

交換を含む)時，１

～３ヶ月 

１回/年以上 異常発生時 

(停電時を含む) 

実 施 内 容 1）計測器稼働状況

の確認 

2）消耗器の交換，

補給(記録紙，記

録インク，フィル

ター，水素発生器

の純水，ガス残量

等） 

3）ゼロ・スパンチ

ェック 

4）ガスもれテス

ト，ガス流量，試

料，大気流量のチ

ェック調整 

5）簡単な部品の清

掃・交換(インク

チューブ，インク

パッド，サンプリ

ングチューブ等） 

1）機器性能テスト 

2）機器安全性テス

ト(１～３ヶ月） 

  以上は， 

「JISＢ7956-1975-

大気中の炭化水素

自動計測器」に規定

される性能のチェ

ック等を行う。 

3）測定データの評

価 

 旧計測器あるい

は隣接測定器の測

定データとの整合

性の検討。 

1）計測器全体検査 1）故障の発見とそ

の処置 

2）停電解除後の始

動 

  従来その測定局で使

用されていた計測器

との併行測定(１～

３ヶ月)が必要 

  

鉛，炭化水素の測定に関する参考資料 
参考資料１ 自動車排出ガスの環境濃度に与える直接影響について 

  〃  ２ 鉛に関する局地大気汚染の調査事例 

  〃  ３ 鉛測定の頻度設定について 

  〃  ４ 鉛測定に係る精度等について 

  〃  ５ 非メタン炭化水素自動計測器の標準構成と誤差要因について 

  に行う。 

5．測定値の評価 

（1）大気中炭化水素の１時間値の算出について 

 大気中炭化水素の測定値は，１時間単位で，整

理するものとする。 

 単位は，炭素原子を基準と表わした百万分率

(ppmC)を用いることとし，差量法測定方式の場合

はppmC(Ｃ3Ｈ3)と記すものとする。 

 １時間値は，10-2ppmCの桁まで記録するものと

する。また，１時間値は，各々の計測器について

１時間当たりの所定のサンプリング回数全体の

うち75％以上の有効なサンプリング・計測がなさ

れている場合に有効なものとして算出する。 

（2）非メタン炭化水素濃度の評価 
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 午前６時から９時までの非メタン炭化水素１

時間値３個を算術平均して，10-2ppmCの桁を四捨

五入し，10-2ppmC の桁まで算出する。当該時間

帯の３個の１時間値のうち，一つでも欠測のある

場合は，３時間平均値も欠測とし，評価の対象と

はしない。 

（3）同時測定項目の評価 

 同時測定項目のメタンについては，上述の非メ

タン炭化水素と同様に，１時間値及び午前６時か

ら９時までの３時間平均値を算出しておくもの

とする。また，一酸化窒素，二酸化窒素，窒素酸

化物については，１時間値は，10-2ppmCの桁まで

算出しておくものとする。 
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〔資料３〕 

 

 

 

浮遊粒子状物質に係る測定方法の改定について 

 

 

 
昭和56年６月25日環大企第277号 

都道府県知事・政令市長あて 

環境庁大気保全局長通知 

 

 浮遊粒子状物質の環境基準に係る測定方法につ

いては，昭和 56 年６月 17 日付け大気汚染に係る

環境基準についての環境庁告示の一部を改正する

環境庁告示（昭和 56 年環境庁告示第 47 号）によ

り改定され，また，大気汚染防止法（昭和43年法

律第 97 号）第 23 条第１項又は第４項の緊急事の

措置に係る浮遊粒子状物質の測定方法についても

昭和 56 年６月 25 日付け，大気汚染防止法施行規

則の一部を改正する総理府令（昭和56年総理府令

第40号）により改定された。改定内容は，従来の

測定方法に加えて，圧電天びん法及びベータ線吸

収法の２方法を浮遊粒子状物質の環境基準に係る

測定方法及び緊急事の措置に係る測定方法として

採用するものである。 

 今後，貴職に置かれては，下記の事項に留意さ

れ，地域の浮遊粒子状物質による大気の汚染状態

の的確なは握に努められたい。 

 なお，測定実務上留意する必要のある具体的な

事項については，別途「浮遊粒子状物質の測定方

法について」を十分参照されたい。 

記 

１．改定の理由 

 浮遊粒子状物質の測定方法については，貴職あ

て当職通知「浮遊粒子状物質の測定方法について」

（昭和 47 年６月１日，環大企第 88 号）によって

示されているところであるが，その後，新たな測

定原理に基づく自動測定機が開発され，その性能

評価を行ったところ，大気汚染常時監視用として

十分な性能を有する機種があることが認められた

ことから，その測定方法を現在に追加して採用す

ることとした。 

２．改定の基本的考え方 

 浮遊粒子状物質の標準測定方法は，これまでど

おり多段型分粒装置又はサイクロン式分粒装置を

装着した濾過捕集による重量濃度測定方法（小容

量法）を用いることとする。 

 なお，常時監視測定のためには，従来より，光

散乱法により求められた測定値を，標準測定方法

の測定値によって補正して重量濃度を求めるいわ

ゆるＦ値換算方式がとられているところである。 

 今回の改定は，これまでの技術開発の状況を踏

まえ常時監視測定に当たってＦ値換算を要としな

い方法を従来の方法に追加して採用することとし

た。新たに採用する測定方法の満たすべき条件は，

次のとおりである。 

（1）測定される物理量が質量と一定の関係にある

こと。 

（2）１時間値の自動連続測定が可能であること。 

（3）質量濃度の０～５mg/ｍ3の範囲の濃度を１時

間値で測定できること。 

（4）校正用粒子を使用し，標準測定方法との同時

測定によって目盛を校正するための技術的方

法が確立していること。 

（5）複数同種測定機の同時測定による１時間値の

差が一定の範囲にあること。 

（6）校正用粒子を用いずに日常の校正ができる技

術的方法が確立していること。 

（7）大気中の浮遊粒子状物質を標準測定方法と同

時に測定したときの指示誤差が一定の範囲に

あること。 
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 現段階でこの要件を満足する測定方法は圧電天

びん法及びベータ線吸収法の２方法であり，この

２方法を現行の測定方法に追加して採用するもの

である。 

３．追加採用する測定方法 

 （1）概  要 

 今回追加採用する測定方法は圧電天びん法及

びベータ線吸収法の２方法であるが，その概要

は次のとおりであり，いずれも標準測定方法に

よる測定値と等価な値が得られる測定方法と認

められたものである。 

（ｱ）圧電天びん法は，水晶発振子の振動数がそ

の上に付着した物質の質量に比例した減少を

示すことを利用したものであり，大気中の浮

遊粒子状物質を静電気捕集により水晶発振子

の上に捕集したうえで振動数を測定し，浮遊

粒子状物質の質量濃度を求めるものである。 

（ｲ）ベータ線吸収法は，エネルギーの低いベー

タ線が物質の質量に比例して吸収されること

を利用したものであり，大気中の浮遊粒子状

物質をろ紙上に捕集したうえでベータ線を照

射し，その透過線量を測定し，浮遊粒子状物

質の質量濃度を求めるものである。 

 （2）校正方法等 

 校正方法については，校正用粒子を使用し，

標準測定方法との同時測定によって目盛を校正

すること（以下「動的校正」という。）を原則と

するが，今回追加採用する２方式については，

校正用粒子を用いることなく独自に校正を行う

こと（以下「静的校正」という。）が可能である

ことから，日常の校正等感度の恒常性の維持の

ためには，静的校正によることとする。 

 圧電天びん法及びベータ線吸収法に係る校正

等の方法は，具体的には次のとおりである。 

（ｱ）動的校正は，測定機の使用開始時及び定期

検査，修理等を行った場合に実施する。その

際，圧電天びん法にあっては，水晶発振子の

質量感度を，ベータ線吸収法にあっては，マ

イラー膜等の等価膜の厚さを確認する。 

（ｲ）静的校正は，動的校正時に確認された質量

感度又は等価膜の厚さを利用して校正を行う

ものであり，原則として月に１回以上実施す

る。 

 なお，静的校正は検出器以降の感度の確認

を行うものであることから，採気系まで含め

た自動測定機全体の性能維持のためには，必

要に応じて野外における標準測定方法との同

時測定を行うことが望ましい。 

 （3）保 守 管 理 

 保守管理担当者は，自動測定機の特性を十分

に理解し，適正な保守管理に努めることが必要

である。 

 なお，自動測定機の一般的な保守管理項目に

ついては，別添「浮遊粒子状物質の測定方法に

ついて」の関連項目を参照されたい。 

４．そ の 他 

（1） 光散乱法による測定及び評価については，

従前どおり，昭和 47 年６月１日付け環大企第

88号当職通知にのっとり行うものとする。 

（2） 自動測定機の採用又は使用開始に当たって

は，事前に個々の機器について十分な性能調査

を行うなど測定値の精度確保に努められたい。 
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〔資料４〕 

環大企第３４６号 

環大規第２１１号 

平成８年10月25日 

 

 

 

都道府県知事・大気汚染防止法政令市長 殿 

 

 

 

 

 

 

 

大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について（通知） 

 

 

 大気の汚染に係る環境基準についての一部を改正する環境庁告示（平成８年環境

庁告示第73号及び二酸化窒素に係る環境基準についての一部を改正する環境庁告

示（平成８年環境庁告示第74号）が平成８年10月25日に告示され、同日から適用さ

れることとなった。また、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令（平

成８年総理府令第50号）が平成８年10月25日に公布され、同日から施行されること

となった。 

 今回の改正は、二酸化硫黄、二酸化窒素及び光化学オキシダントに係る環境基準

並びに大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第23条第１項又は第４項の緊急時の

措置に係る測定方法として、従来の方法に加え、紫外線蛍光法等のいわゆる乾式測

定法を追加するものである。 

 ついては、貴職におかれては、下記に留意の上、その運用に遺憾なきを期された

い。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

 二酸化硫黄、二酸化窒素及び光化学オキシダント（以下「二酸化硫黄等」とい

環境庁大気保全局長 
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う。）に係る環境基準に係る測定法については、「大気の汚染に係る環境基準につ

いて」（昭和48年５月環境庁告示第25号）及び「二酸化窒素に係る環境基準につ

いて」（昭和53年７月環境庁告示第38号）において、また、大気汚染防止法第23

条第１項又は第４項の緊急時の措置（以下単に「緊急時の措置」という。）に係

る測定法については、同法施行規則第18条において、いわゆる湿式測定法により

測定することとされていたが、測定技術の進展により、紫外線蛍光法等の乾式測

定法に基づく自動測定機が実用段階に至った。 

 乾式測定法は、吸収液を用いず、試料大気をガス状のままで測定する方法であ

り、測定原理上、選択性の高い測定が行えるほか、吸収液の調製・交換・廃棄の

作業が不要である等測定機の維持管理も比較的容易であるとの利点があり、二酸

化硫黄等に関し、世界の主流の測定法となっている。 

 このような状況を踏まえ、環境庁においては、乾式測定法に基づく自動測定機

の精度について調査を実施するとともに、有識者による検討会を設置して検討を

進めてきたところであるが、乾式測定法は、二酸化硫黄等に関し、従来の湿式測

定法と同等以上の測定値を得ることのできる測定方法であるとの結論が得られ

たので、環境基準等に係る測定方法として乾式測定法を追加するため、必要な環

境庁告示及び大気汚染防止法施行規則の改正を行ったものである。 

 

２ 改正の要点 

 

（１）二酸化硫黄 

 環境基準に係る測定方法として、溶液導電率法に加え、新たに紫外線蛍光法

を用いることができることとしたこと。また、緊急時の措置に係る測定方法と

して、溶液導電率法による硫黄酸化物測定器に加え、新たに紫外線蛍光法によ

る二酸化硫黄測定器を用いることができることとしたこと。 

 

（２）二酸化窒素 

 環境基準に係る測定方法として、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法に加え、

新たにオゾンを用いる化学発光法を用いることができることとしたこと。また、

緊急時の措置に係る測定法として、ザルツマン試薬を用いた吸光光度法による

二酸化窒素測定器に加え、新たにオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素

測定器を用いることができることとしたこと。 
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（３）光化学オキシダント 

 環境基準に係る測定方法として、中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度

法又は電量法に加え、新たに紫外線吸収法又はエチレンを用いた化学発光法を

用いることができることとしたこと。また、緊急時の措置に係る測定方法とし

て、中性ヨウ化カリウム溶液を用いた吸光光度法又は電量法によるオキシダン

ト測定器に加え、新たに紫外線吸収法又はエチレンを用いた化学発光法による

オゾン測定器を用いることができることとしたこと。 

 

３ 今回追加された測定方法の概要 

 

（１）二酸化硫黄に係る紫外線蛍光法 

 試料大気に比較的波長の短い紫外線を照射すると、これを吸収して励起した

二酸化硫黄分子が基底状態に戻るときに蛍光を発する。この蛍光の強度を測定

することにより、試料大気中の二酸化硫黄の濃度を求めることができる。蛍光

の波長はそれを発する分子に固有のものであるので、測定波長を適切に選ぶこ

とにより極めて選択性の高い測定を行うことができる。 

 

（２）二酸化窒素に係る化学発光法 

 試料大気にオゾンを反応させると、一酸化窒素から励起状態の二酸化窒素が

生じ、これが基底状態に戻るときに光を発する（化学発光）。この化学発光の

強度を測定することにより、試料大気中の一酸化窒素の濃度が測定できる。一

方、試料大気をコンバータと呼ばれる変換器に通じて二酸化窒素を一酸化窒素

に変換したうえで化学発光の強度を測定すると、試料大気中の窒素酸化物（一

酸化窒素＋二酸化窒素）の濃度が測定できる。これらの測定値の差をとること

によって、試料大気中の二酸化窒素の濃度を求めることができる。 

 

（３）光化学オキシダントに係る紫外線吸収法 

 オゾンは波長254nm付近の紫外線を強く吸収する性質があることから、波長

254nm付近の紫外線を試料大気に照射し、試料大気によって吸収される紫外線

の量を測定することにより、試料大気中のオゾン濃度を求めることができる。 

（４）光化学オキシダントに係る化学発光法 

 試料大気にエチレンを反応させると、エチレンがオゾンにより酸化され、励
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起状態のホルムアルデヒドを生じ、これが基底状態に戻るときに光を発する

（化学発光）。この化学発光の強度を測定することにより、試料大気中のオゾ

ンの濃度を求めることができる。 

 

４ 留意事項 

 今回追加された光化学オキシダントに係る紫外線吸収法及び化学発光法の測

定対象物質はいずれもオゾンであるが、次の(1)及び(2)に示した事実を踏まえれ

ば、中性ヨウ化カリウムを用いる従来の測定方法による光化学オキシダントの測

定値に対するオゾン以外の成分の寄与は極めて小さいと考えられ、１年間のフィ

ールド試験によっても従来の測定方法による測定値と紫外線吸収法又は化学発

光法による測定値はよく一致していることから、大気汚染の常時監視においては、

紫外線吸収法又は化学発光法により得られたオゾンの測定値をもって光化学オ

キシダントの値として差し支えないこと。 

 

（１） 光化学オキシダントにおける主成分のオゾン以外のＰＡＮ（ペルオキシア

セチルナイトラート）の大気中濃度は、1976から85年の平均で0.0008ppmで

あり、高濃度時でも0.01ppm前後と低いこと（早副ら「東京都環境科学研究

所年報1988年」） 

（２） 中性ヨウ化カリウムを用いる吸光光度法はＰＡＮに対して感度が低いこと

（坂東ら「第37回大気環境学会講演要旨」） 

 

５ その他 

（１） 測定値の取り扱い 

 測定値の整理及びその評価等の測定値の取り扱いについては従来どおり

であり、今回の測定方法の追加によって変更されるものではないこと。 

 

（２） 測定マニュアル等 

 今回追加された方法を用いて大気汚染の常時監視を行う場合に必要とな

る測定マニュアル等については、別途通知することとしていること。 
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〔資料６〕 

 

 

 

浮遊粒子状物質自動測定機の 

 

校正方法等について 
 

 

 

 浮遊粒子状物質に係る測定方法については，昭

和56年６月，環境庁告示及び総理府令により改定

され，浮遊粒子状物質の環境基準に係る測定方法

及び緊急時の措置に係る測定方法として新たに圧

電天びん法及びβ線吸収法の２方法が追加採用さ

れることとなった。また，改定内容の概要につい

ては，昭和56年６月25日付け環大企第277号を

もって大気保全局長より関係地方公共団体に通知

されたところである。今回追加採用の２方式によ

る自動測定機は測定原理及び構造に，それぞれ，

特徴を有することから，測定値の精度確保に資す

るため，校正方法等の詳細及び採用又は使用開始

に当たっての留意事項について，次のとおり示す

こととする。 

 

 1．校正方法等 

 

 （1）動 的 校 正 

 自動測定機の校正は，校正用粒子を使用し，標

準測定方法との同時測定により行うこと（動的校

正）を原則とする。すなわち，容器に発生装置か

ら校正用粒子を導入し，校正しようとする測定器

の指示値と供給される校正用粒子の重量濃度を測

定する。校正用粒子の重量濃度に対し，校正しよ

うとする測定機の指示値が正しい設定値を示すよ

うに調整する。 

 校正用粒子は， 

 1） 粒径分布が大気中の浮遊粒子状物質のそれ

に近いこと。 

 2） 吸湿性が少ない粒子であること。 

 3） 比重・静電特性等の物理的・化学的性質が

大気中の浮遊粒子状物質のそれとかけ離れて

いないこと。 

などの性質を有し，大気中の浮遊粒子状物質の模

擬粒子として妥当であることが望ましい。また，

校正用粒子発生装置は， 

 1） 相当の濃度範囲にわたって粒子の発生が可

能であること。 

 2） 時間的に安定した濃度の発生が可能である

こと。 

 3） 粒子の分配装置を有すること（標準測定方

法と等価測定方法とに粒子を分配し，同時比

較測定を行うため使用する）。 

などの条件を満たすことが要求される。 

 現在は，上記のすべての条件を満たす校正用粒

子及びその発生装置はできていない。しかしなが

ら，新測定方法においては，その測定原理が質量

濃度を測定するものであるため，上記のすべての

条件を満たす校正用粒子及びその発生装置でなく

とも，校正を行うには十分なものもある。現在，

線香の煙等が多く用いられており，実用上，問題

なく使用されている。 

 また，動的校正を行う際には，直線性を確認す

るため，校正用粒子に対し，測定濃度範囲内の領

域において原則として少なくとも異なった５点の

重量濃度で測定する。 

 なお，自動測定機の使用開始（原則として定期

検査，修理等を行った場合を含む。）に当たっては

メーカー等による動的校正を行う。 

 

 （2）そ の 他 

 圧電天びん法及びβ線吸収法の２方式について

は，その測定原理上，動的校正によらなくても，

独自に校正を行うこと（静的校正）が可能である

ことから，日常の校正等，感度の恒常性の維持の

ためには，静的校正によることとする。したがっ
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て，測定機の設置管理者が直接的に動的校正を行

う機会は少ない。しかし，静的校正は検出器以降

の感度の確認を行うものであることから，採気系

まで含めた自動測定機全体の性能維持のためには，

別に性能の確認が必要となる。このため，測定機

の設置管理者においても必要に応じて野外におけ

る標準測定方法との同時測定を行うこととする。 

 

 

 2．採用又は使用開始に当たっての留意事項 

 

 （1）事 前 調 査 

 自動測定機の採用又は使用開始に当たっては，

測定値の精度確保等に資するため，事前に個々の

測定機について十分な性能調査を行う。これらの

性能調査の項目を掲げれば次のとおりである。 

 ア メーカーにおける実測データを求めて検討

を加えるもの。 

 ① 校正用粒子に対する直線性 

   JIS（Ｂ7954）に準じて判断する。 

 ② 再 現 性 

   校正用粒子に対する再現性をJIS（Ｂ7954）

に準じて判断する。 

 ③ 流量の安定性 

   JIS（Ｂ7954）に準じて判断する。 

 ④ そ の 他 

   校正用粒子による標準測定法方法との対応

関係，同じ機種間のバラツキ（校正用粒子に

よる試験，大気中浮遊粒子による試験）及び

稼働状況を調べる。 

 イ 地方公共団体において実測データを求めて

検討を加えるもの。 

 ① 野外における標準測定方法との同時測定 

 ａ 同時測定は，２～３日の測定期間で３回以

上行い，標準測定方法との測定値の差がいず

れも±10㎍/ｍ3又は±10％の範囲内にあるこ

とを確認する。 

 

 ｂ この範囲を超えた場合は，同時測定の回数

を増し，その範囲内に収まることを確認する。

又は動的校正を含む総合点検を行う。 

 ② 空 試 験 

 サンプリング口に粒子状物質を十分に除去

し，かつ通気抵抗の少ないろ紙（ガラス繊維，

石英繊維等）を装着したホルダーを接続して

15～20時間にわたって，それぞれ，１時間値

を求め，その算術平均値が５～10㎍/ｍ3以下

かつ最高値が20㎍/ｍ3以下であることを確認

する。 

 ③ 流量変動試験 

 β線吸収法においては高濃度出現時におけ

る吸引空気量の変化に対応するため，手動運

転により通気抵抗性の高い条件で設定流量

に対する誤差を確認する。 

 

 （2）保守管理関連事項調査 

 測定機の保守管理に資するため，機器の購入時

に次に示す項目を確認する。 

 ア 動的校正関連項目 

 ① 校正用粒子の名称又は材質 

 ② 校正用粒子の発生方法 

 ③ 日時及び回数 

 ④ 濃度及び捕集時間 

 ⑤ 実験値（５点の重量濃度とこれに対応する

実験値） 

圧電天びん法にあっては水晶発振子の質

量感度 

β線吸収法にあっては等価膜の厚さ 

 イ 静的校正関連項目 

  静的校正を行うための係数とその決定方法

（導き方） 

 ① 圧電天びん法……質量感度定数 

 ② β線吸収法………換算定数 

  なお，β線吸収法にあっては等価膜の種類を

明らかにしておくこと。 
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環境基準とその評価方法（概要） 

 

１．環境基準 

 

項  目 環 境 上 の 条 件 

二 酸 化 窒 素 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ

以下であること。 

浮 遊 粒 子 状 物 質 
１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/m3以下であること。 

光化学オキシダント １時間値が 0.06ppm 以下であること。 

二 酸 化 硫 黄 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm

以下であること。  

一 酸 化 炭 素 
１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、１時間値の８時間平

均値が 20ppm 以下であること。  

微 小 粒 子 状 物 質 
１年平均値が 15µg/m3 以下であり、かつ、１日平均値が 35µg/m3 以下で
あること。 

注）平成９年２月４日にベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン、平成 11年 12 月

27 日にダイオキシン類、平成 13 年４月 20 日にジクロロメタンについての大気の汚染に係る環境

基準が設定されたが、これらの物質による大気汚染状況については別途取りまとめており、本表か

らは除いてある。 

 

２．各環境基準設定物質の人の健康や環境に及ぼす影響 

 

① 二 酸 化 窒 素： 高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原

因物質になると言われている。 

② 浮流粒子状物質： 大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管等に沈着して呼吸器に影響を及

ぼす。 

③ 光化学オキシダント： いわゆる光化学スモッグの原因となり、高濃度では粘膜を刺激し、呼吸器

への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。 

④ 二 酸 化 硫 黄： 高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性

雨の原因物質になると言われている。 

⑤ 一 酸 化 炭 素： 血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害する等の影

響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くするこ

とが知られている。 

⑥ 微小粒子状物質： 呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に関して総体として人々の健康

に一定の影響を与えていると言われている。 
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３．評価方法 

 

（１）短期的評価（二酸化窒素、微小粒子状物質を除く） 

測定を行った日についての１時間値の１日平均値若しくは８時間平均値または各１時

間値を環境基準と比較して評価を行う。 

 

（２）長期的評価 

ア 二酸化窒素 

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて 98％目に当た

る値（１日平均値の年間 98％値）を環境基準と比較して評価を行う。 

イ  浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素 

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲に

ある測定値を除外した後の最高値（１日平均値の年間２％除外値）を環境基準と比較

して評価を行う。ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が２日以

上連続した場合には非達成とする。 

ウ 微小粒子状物質 

微小粒子状物質の曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露

濃度分布のうち高濃度の出現を減少させる意味での短期基準の両者について、長期的

評価を行うものとする。 

長期基準に関する評価は、測定結果の１年平均値を長期基準（１年平均値）と比較

する。 

短期基準に関する評価は、測定結果の１日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値を

代表値として選択して、これを短期基準（１日平均値）と比較する。 
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大気常時監視自動計測器関連の日本工業規格（JIS）一覧 

 

〔自動計測器〕 

Ｂ７９５１：２００４   大気中の一酸化炭素自動計測器 

Ｂ７９５２：２００４   大気中の二酸化硫黄自動計測器 

Ｂ７９５３：２００４   大気中の窒素酸化物自動計測器 

Ｂ７９５４：２００１   大気中の浮遊粒子状物質自動計測器 

Ｂ７９５６：２００６   大気中の炭化水素自動計測器 

Ｂ７９５７：２００６   大気中のオゾン及びオキシダントの自動計測器 

Ｂ７９５８：１９９５   大気中のふっ素化合物自動計測器 

 

〔粒子状物質関連〕 

Ｂ９９２１：１９９７   光散乱式自動粒子計数器 

Ｚ８８１３：１９９４   浮遊粉じん濃度測定方法通則 

Ｚ８８１４：１９９４   ロウボリウム エアサンプラ 

Ｚ８８５１：２００８   大気中の PM2.5 測定用サンプラ 

Ｋ０９０１：１９９１   気体中のダスト試料捕集用ろ過材の形状，寸法並びに性能試験方法 

 

〔標準物質〕 

Ｋ０２２５：２００２   希釈ガス及びゼロガス中の微量成分測定方法 

Ｑ００３０：１９９７   標準物質に関連して用いられる用語及び定義 

Ｑ００３１：２００２   標準物質－認証書及びラベルの内容 

Ｑ００３５：２００８   標準物質－認証のための一般的及び統計的な原則 

Ｚ８９０１：２００６   試験用粉体及び試験用粒子 

 

〔一般用語〕 

Ｋ０２１６：２００８   分析化学用語（環境部門） 

Ｋ０２１１：２００５   分析化学用語（基礎部門） 

Ｋ０２１２：２００７   分析化学用語（光学部門） 

Ｋ０２１３：２００６   分析化学用語（電気化学部門） 

Ｋ０２１４：２００６   分析化学用語（クロマトグラフィー部門） 

Ｋ０２１５：２００５   分析化学用語（分析機器部門） 

Ｚ８１０３：２０００   計測用語 

Ｚ８１１５：２０００   ディペンダビリティ（信頼性）用語 

Ｚ８２０２－０：２０００ 量及び単位－第 0部：一般原則 

Ｚ８４０１：１９９９   数値の丸め方 

Ｚ８４０２－１～６：１９９９ 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度） 

第１部～第６部 

 



 

 366

〔分析通則、その他〕 

Ｋ００５０：２００５   化学分析方法通則 

Ｋ００５５：２００２   ガス分析装置校正方法通則 

Ｋ０１５１：１９８３   赤外線ガス分析計 

Ｋ０３０４：１９９６   大気中の二酸化炭素測定方法 

Ｋ０５５７：１９９８   用水・排水の試験に用いる水 

Ｚ８８０２：１９８４   pH 測定方法 

Ｚ８８０３：１９９１   pH 測定用ガラス電極 

Ｂ７５５１：１９９９   フロート形面積流量計 

Ｂ７５５６：２００８   気体用流量計の校正方法及び試験方法 

 

 

＊注： 年号は改訂時における最新版を表記 




